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第１ 章 総則 

 

１ ． 業務委託の名称 

  令和７ 年度 旧白石市いき いき プラ ザ解体工事監理業務 

 

２ ． 業務委託の目的 

  本業務は白石市（ 以下「 発注者」 と いう 。） が実施する 、 令和７ 年度 旧白石市い

き いき プラ ザ解体工事（ 以下「 本工事」 と いう 。） に際し て、 発注者監督員（ 以下

「 監督員」 と いう 。） を補佐し 、 本工事が施工の過程において適切に実施さ れ、 円滑

に完了する よ う に、 工程及び安全管理等の施工監理業務を行う こ と と する 。  

 

３ ． 業務委託の箇所 

  宮城県白石市沢端町２ ３ 番地２  

 

４ ． 業務委託の期間 

  契約締結日の翌日から 令和９ 年１ 月２ ９ 日ま で 

  （ 令和７ 年度 旧いき いき プラ ザ解体工事実施の工事期間は４ か月と 想定）  

 

５ ． 用語の定義 

  本仕様において、 次の各号に掲げる 用語の定義は、 それぞれ当該各号に定める と

こ ろによ る 。  

 （ １ ）「 立会」 と は、 契約図書に示さ れた事項において、 臨場し て内容を確認する こ

と をいう 。  

 （ ２ ）「 確認」 と は、 契約図書に示さ れた事項において、 臨場も し く は関係資料によ

り 、 その内容について契約図書と の適合を確かめる こ と を言う 。  

 （ ３ ）「 指示」 と は、 監督員と 協議の上、 本工事の受注者（ 以下「 工事受注者」 と い

う 。） に対して、 義務上必要な事項について実施さ せる こ と を言う 。  

 （ ４ ）「 報告」 と は、 発注者に対し 、 業務の状況又は結果について書面をも って知ら

せる こ と を言う 。  

６ ． 適用範囲 

本仕様書は、 発注者が実施する 「 令和７ 年度 旧白石市いき いき プラ ザ解体工

事」 に適用する も のである 。 ま た本仕様書は、 業務の履行に当たっての基本的内容

について定める も のであり 、 本業務受注者（ 以下「 受注者」 と いう 。） は本仕様書に
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定めのない事項であっても 、 業務履行上必要と 思われる も のについては、 発注者と

協議の上、 受注者の責任において全て完備し なければなら ない。  

 なお、 本仕様書に記載のない事項は、 宮城県土木部営繕課「 宮城県建築工事監理

業務委託共通仕様書」 の最新年度版によ る 。  

 

７ ． 法令等の遵守 

受注者は、 本業務の実施にあたり 、 関係する 法令、 政令、 省令、 条例、 規則、 細

則、 通知等を遵守し て業務を実施し なければなら ない。  

 

８ ． 疑義の解決 

  受注者は、 本仕様書の内容及び本仕様書に定めのない事項について疑義がある と

き 、 ある いは本業務の履行中に疑義が生じ た場合は、 速やかに発注者と 協議を行

い、 発注者の意図を十分理解する よ う 努める も のと し 、 業務等に支障が生じ ないよ

う にし なければなら ない。  

   

９ ． 中立性の確保と 秘密保持 

  受注者は中立性を確保する と と も に、 本業務の履行上知り 得た秘密を第三者に漏

ら し てはなら ない。  

   

１ ０ ． 関係機関や近隣住民と の協議等 

  受注者は、 関係機関と の協議を必要と する と き 又は協議を求めら れた場合は、 誠

意をも って対応し 、 こ の内容を遅延なく 発注者に報告し なければなら ない。  

 ま た、 発注者が関係機関や近隣住民と の協議、 委員会、 説明会等の開催を必要と

する 場合、 受注者は誠意をも って助言や資料作成の支援を行わなければなら ない。  

 

１ １ ． 業務内容の変更等 

  本仕様書の内容についての変更は認めないも のと する 。 ただし 、 発注者が必要と

判断し た場合、 発注者と 受注者と の協議によ り 、 業務内容を変更する 場合は、 こ の

限り ではない。  

 ま た、 成果品の中に本仕様書に適合し ない箇所が発見さ れた場合は、 改善、 変

更、 追加等を受注者の負担において行う も のと する 。  

 

１ ２ ． 技術者 

  受注者は本業務の履行にあたり 、 下記に掲げる 要件を満たす技術者を配置する こ

と 。  
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  管理技術者 
・ 直接雇用関係が３ ヶ 月以上の者である こ と 。  

・ 建築士法で定める 一級建築士の資格を有する 者である こ と 。  

 

１ ３ ． 関係官公庁等の手続き 、 協議 

 （ １ ） 受注者は、 関係法令に基づき 、 発注者が関係する 官公庁へ提出を要する 届出

書類を作成し 、 当該関係する 官公庁へ提出し なければなら ない。  

（ ２ ） 受注者は、 関係する 官公庁と の協議を必要と する 場合、 ある いは協議を求め

ら れた場合は、 誠意をも ってその対応を行う も のと する 。  

 

１ ４ ． 技術者の交代 

  管理技術者は原則と し て変更でき ないも のと する 。 ただし 、 病休、 死亡、 退職等

のやむを得ない理由によ り 変更する 場合には、 変更理由書及び新たに配置する 技術

者が該当する 資格要件を満たすこ と を証明する 書類を発注者に提出し 、 承諾を受け

る こ と 。  

 

１ ５ ． 議事録の提出 

  受注者は、 打合せ及び協議の都度、 その内容に係る 議事録を作成し 、 発注者に提

出し なければなら ない。  

 

１ ６ ． 資料の貸与 

  本業務の履行上、 必要な資料の収集、 調査、 検討等は原則と し て受注者が行う も

のである が、 発注者が所有し 、 貸出し 可能な資料等はこ れを貸与する 。 借り 受ける

場合は、 そのリ ス ト を作成の上、 発注者に提出し 、 業務の完了と と も に返却する こ

と 。  

 

１ ７ ． 成果品の検査と 納品 

  受注者は業務完了に際し 、 速やかに業務完了報告書及び本仕様書に指定さ れた提

出図書一式を提出し て、 発注者検査員によ る 業務完了検査を受けなければなら な

い。 検査合格後、 成果品引渡書の提出をも って本業務の完了と する 。  

 ただし 、 業務完了後があっても 、 誤り 及び記載漏れ等の不備が発見さ れた場合
や、 関係機関から の資料提出又は内容修正等の依頼があった場合は、 速やかに対応

する こ と と する 。  

 

１ ８ ． 手続書類の提出 
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  受注者は業務の着手に際し 、 次の書類を提出する こ と 。  

（ １ ）  委託契約書に定める 書類 

（ ２ ）  業務着手届 

（ ３ ）  業務工程表 

（ ４ ）  管理技術者、 照査技術者通知書 （ 自社の社員である こ と が確認でき る 書類

及び資格証の写し を添付）  

 

１ ９ ． 成果品等 

  ・ 業務完了報告書         ２ 部 

  ・ 業務計画書           ２ 部 

  ・ 業務報告書           ２ 部 

  ・ 打合せ議事録          ２ 部 

  ・ 立会検査報告書         ２ 部 

  ・ その他必要と 認めら れる も の   ２ 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

第２ 章 業務内容 

  受注者は、 本工事に係る 施工図書を審査する 。 ま た、 工事の施工に対し て、 確

認・ 指導等を行う と と も に、 現場での立会、 工程の管理等を行う 。  

 業務に当たっては、 目的を十分に理解し た上で良心的かつ技術的に遂行し 、 必要

に応じ て発注者と 協議を行い、 発注者の指示を受ける も のと する 。  

 

１ ．  本工事対象施設の概要 

所 在 地  白石市沢端町２ ３ 番地２  

建物用途  市民体育館 

構  造  RC 造 ２ 階建て 

延床面積  2813.65 ㎡ 

敷地面積  3421.64 ㎡ 

 

２ ． 業務の内容 

 （ １ ） 発注仕様書の意図を工事受注者に正確に伝える 業務 

    工事受注者と の打合せを十分に行い、 施工計画等の検討・ 助言及び指導を行

う 。  

 （ ２ ） 労働基準監督署への届出書等の確認業務 

    工事受注者と の打合せを十分に行い、 解体工事計画届出書等の助言・ 指導及

び確認を行う  

 （ ３ ） 説明会等への出席 

    受注者は、 発注者が必要に応じ て開催する 地元説明会に出席し 、 工事に係る

専門的事項に関する 説明の補助を行う 。  

 （ ４ ） 現場管理業務 

    受注者は、 本工事が発注図書のと おり 施工さ れている か監視し 、 必要に応じ

て会議を実施し 情報共有を図る こ と 。 ま た、 工事の進捗状況に合わせ、 現場

にて工事監理を行う こ と 。  

 （ ５ ） 施工図書の審査・ 確認 

    ①施工図及び施工計画書の審査。  

    ②使用建設重機等の確認 

 （ ６ ） 工事の確認及び報告業務 
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    ①工事内容の建築物解体工事共通仕様書等への適合性に係る 確認及び報告。  

    ②工事の進捗状況、 管理状況の確認及び報告。  

    ③工事の進捗に応じ た施工立会。  

 （ ７ ） 工事完成に伴う 業務 

    ①完成に伴う 確認、 審査、 報告及び検査立会。  

    ②完成に伴う 工事記録等書類の確認、 審査及び指導。  

    ③完成図書等の確認及び審査。  
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令和　７年　７月２５日

仕　様　書令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

白　　石　　市

参 考 明 細



業　務　委　託　名

業　務　場　所

設　　計　　額 金

項　　　　　目 名　　　　　　　称 金　　　　　　額  摘　　　　　　　　要

    

監理業務 　  

 

　

  

合    計  

 消費税   

　　　   

総　合　計  

積　算　総　括　表

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事監理業務

白石市沢端町23番地2

円也



項　　　　　目 名　　　　　　　　称 金　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

   

1 監理業務

  

  

  

  

 

  

  

   

   

   

 

  小　　　計

 



項目 名　　　　　　　　称 種　　別　・　形　　状 数量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　要

1 監理業務

直接人件費 12 人工

経費 1 式

技術経費 1 式

.

小　　　計



参　考　資　料

　参考資料は、設計図書ではなく、設計図書のほかに発注者の標準的な考え方と
しての資料に過ぎず、入札参加者等への適正・迅速な業務費の見積に供するもの
である。



種　別 技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員

単価(円)

1 12

直接人件費代価表

小　　　計

項目 名　　　　　称 金    額 摘　　　　　　　　要

監理業務

直接人件費



白 石 市 建 設 部 建 設 課

特　記　事　項 工 事 名 称

図 面 名 称

縮 尺 日 付 図 面 No.

図面リスト

令和７年度　旧いきいきプラザ解体工事監理業務

図面番号 図　面　名　称 縮　尺 図　面　名　称図面番号

意匠図

縮　尺 図　面　名　称図面番号 縮　尺 図面番号 図　面　名　称 縮　尺

外構図意匠図 構造図

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

配置図・案内図・敷地求積図

仕上表

１階　平面図

２階　平面図

３階　平面図

立面図-１

立面図-２

立面図-３

断面図

シルバー人材センター

ポンプ室

外構詳細図



             
     

A      1ィ  せ       ㆄ ㆈ ㆄ 
        

 

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-1



             
     

A      2    

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-2



             
     

A      3   ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-3



             
     

A      4   ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-4



             
     

A      5   ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-5



             
     

A      6  ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-6



             
     

A      7  ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-7



             
     

A      8  ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-8



             
     

A      9  ㆄ  

 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-9



  

$: $' 66

$'

$:

$'

66

           
     

A    23 

 

 ▼           

   $$        ㆄ ㆄ ㆄ

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-10



             
     

A    24 

 

                 

      $$     ㆄ ㆈ ㆄ ㆄ

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-11



         

           

        

 ㆈ        

  ▼─   

        

     ㆈ   

    

 ▼─   

   

 

 

 

 

         

   P P P

     P P P

   

         ぴ 

    ヲ  ㆄ

         

     

    

    

┳  ㆈ   

▼           

  

〇 

〇 
  

  

  

  

  

○▼

      

               ▼   

      

▼      

┳   ㆈ   

○▼

      

  

  

 

  

 

  

   

  

    

 

 

 

     

  ▼        

  ▼        

  ▼        

                  

                

  〇          

           

    

        ○▼       

    

○▼ ○▼

         
    

 

    ヲ  ㆄ

 ▼        

 

  

 

D     E    

    

      

      

        

    

      

           
     

A    25 

 

  ヲ            ㆄ 
          ㆄ

   ぴ 

令和７年度　旧白石市いきいきプラザ解体工事

白石市

P-12


